
第４１５１号 平成３０年３月１９日 

発  行  所 
北九州市小倉北区城内１番１号 

北 九 州 市 役 所 
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◇ 上下水道局 
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◇ 人事委員会 
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○ 教職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則【

行政委員会事務局調査課】 １８
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北九州市告示第６６号

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年

法律第１２３号。以下「法」という。）第３６条第１項及び第５１条の２０第

１項並びに児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２１条の５の１５第１

項及び第２４条の２８第１項の規定により、指定障害福祉サービス事業者、指

定特定相談支援事業者、指定障害児通所支援事業者及び指定障害児相談支援事

業者を指定したので、法第５１条第１号及び第５１条の３０第２項第１号並び

に児童福祉法第２１条の５の２４第１号及び第２４条の３７第１号の規定によ

り次のとおり告示する。

  平成３０年３月１９日

北九州市長 北 橋 健 治  

１ 指定事業者に関する事項

（１） 指定障害福祉サービス事業者（生活介護） 

事業所又は施設の

名称及び所在地 

事業所又は施設の設置者

の名称、主たる事務所の

所在地及び代表者名 

事業の主

たる対象

者

事業所番号 

フラワー木町 

北九州市小倉北区

木町四丁目１３番

６号 

株式会社晴天 

北九州市小倉北区木町四

丁目１５番３号 

代表取締役 岸 葉子 

特定無し 4017801400  

ｍｅｌｙのおうち 

北九州市小倉南区

下石田二丁目１０

番３０号 

ｍｅｌｙ福祉株式会社 

北九州市小倉南区下石田

二丁目１０番３０号 

代表取締役 井堀翔太 

身体障害

者（肢体

不自由）

、知的障

害者

4017701584  

（２） 指定障害福祉サービス事業者（就労継続支援Ｂ型） 

事業所又は施設の

名称及び所在地 

事業所又は施設の設置者

の名称、主たる事務所の 

所在地及び代表者名 

事業の主

たる対象

者

事業所番号 

星の子作業所Ⅱ 

北九州市小倉北区

木町四丁目１３番

６号 

株式会社晴天 

北九州市小倉北区木町四

丁目１５番３号 

代表取締役 岸 葉子 

特定無し 4017801400  

（３） 指定特定相談支援事業者 
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事業所又は施設の

名称及び所在地 

事業所又は施設の設置者

の名称、主たる事務所の

所在地及び代表者名 

事業の主

たる対象

者

事業所番号 

相談支援センター

グレース 

北九州市八幡西区

永犬丸南町一丁目

１０番１号 

合同会社グレース 

北九州市八幡西区永犬丸

南町一丁目１０番１号 

代表社員 福冨恵子 

特定無し 4036700229  

相談支援事業所 

祐 

北九州市小倉南区

志徳二丁目１番４

３－６０３号 

合同会社祐香 

北九州市小倉南区志徳二

丁目１番４３－６０３号 

代表社員 小椋秀和 

特定無し 4037700384  

（４） 指定障害児通所支援事業者（児童発達支援） 

事業所又は施設の

名称及び所在地 

事業所又は施設の設置者

の名称、主たる事務所の

所在地及び代表者名 

事業の主

たる対象

者

事業所番号 

たいむクラブ永犬

丸ＴＷＯ 

北九州市八幡西区

永犬丸四丁目４番

１号 

株式会社シリウス 

北九州市小倉南区舞ケ丘

二丁目２３番２号 

代表取締役 八島恵美子 

重症心身

障害児以

外

4056715172  

ぺんぎん 

北九州市八幡西区

瀬板一丁目２番１

７号 

合同会社Ｑ・Ｏ・Ｌサポ

ート 

福岡県春日市大谷五丁目

３番地 

代表社員 千葉高見 

重症心身

障害児以

外

4056715180  

（５） 指定障害児通所支援事業者（放課後等デイサービス） 

事業所又は施設の

名称及び所在地 

事業所又は施設の設置者

の名称、主たる事務所の

所在地及び代表者名 

事業の主

たる対象

者

事業所番号 

たいむクラブ永犬

丸ＴＷＯ 

北九州市八幡西区 

株式会社シリウス 

北九州市小倉南区舞ケ丘

二丁目２３番２号 

重症心身

障害児以

外

4056715172  

33



永犬丸四丁目４番

１号 

代表取締役 八島恵美子 

ぺんぎん 

北九州市八幡西区

瀬板一丁目２番１

７号 

合同会社Ｑ・Ｏ・Ｌサポ

ート 

福岡県春日市大谷五丁目

３番地 

代表社員 千葉高見 

重症心身

障害児以

外

4056715180  

子どもサポートセ

ンター うるら小

倉北 

北九州市小倉北区

白銀一丁目６番２

７号 

株式会社福老 

北九州市小倉北区篠崎一

丁目１０番３０号 

代表取締役 梶原 豊 

重症心身

障害児以

外

4057801914  

（６） 指定障害児相談支援事業者 

事業所又は施設の

名称及び所在地 

事業所又は施設の設置者

の名称、主たる事務所の 

所在地及び代表者名 

事業の主

たる対象

者

事業所番号 

相談支援センター

グレース 

北九州市八幡西区

永犬丸南町一丁目

１０番１号 

合同会社グレース 

北九州市八幡西区永犬丸

南町一丁目１０番１号 

代表社員 福冨恵子 

特定無し 4076715160  

相談支援事業所 

祐 

北九州市小倉南区

志徳二丁目１番４

３－６０３号 

合同会社祐香 

北九州市小倉南区志徳二

丁目１番４３－６０３号 

代表社員 小椋秀和 

特定無し 4077703769  

２ 指定年月日 

平成３０年２月１日 
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北九州市告示第６７号

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年

法律第１２３号。以下「法」という 。） 第４６条第２項の規定による指定障害

福祉サービス事業の廃止の届出があったので、法第５１条第２号の規定により

次のとおり告示する。

  平成３０年３月１９日

北九州市長 北 橋 健 治  

１ 指定事業者に関する事項

（１） 指定障害福祉サービス事業者（居宅介護） 

事業所又は施設の

名称及び所在地 

事業所又は施設の設置者

の名称、主たる事務所の

所在地及び代表者名 

事業の主

たる対象

者

事業所番号 

介護サービス虹 

北九州市小倉北区

清水三丁目９番１

号１Ｆ 

合名会社介護サービス虹 

北九州市小倉北区清水三

丁目９番１号１Ｆ 

代表社員 田辺ふみよ 

身体障害

者、知的

障害者、

障害児、

精神障害

者

4017800881  

（２） 指定障害福祉サービス事業者（重度訪問介護） 

事業所又は施設の

名称及び所在地 

事業所又は施設の設置者

の名称、主たる事務所の 

所在地及び代表者名 

事業の主

たる対象 

者

事業所番号 

介護サービス虹 

北九州市小倉北区

清水三丁目９番１

号１Ｆ 

合名会社介護サービス虹 

北九州市小倉北区清水三

丁目９番１号１Ｆ 

代表社員 田辺ふみよ 

身体障害

者

4017800881  

（３） 指定障害福祉サービス事業者（同行援護） 

事業所又は施設の

名称及び所在地 

事業所又は施設の設置者

の名称、主たる事務所の 

所在地及び代表者名 

事業の主

たる対象 

者

事業所番号 

介護サービス虹 

北九州市小倉北区

清水三丁目９番１

号１Ｆ 

合名会社介護サービス虹 

北九州市小倉北区清水三

丁目９番１号１Ｆ 

代表社員 田辺ふみよ 

身体障害

者、障害

児

4017800881  

55



２ 事業廃止年月日 

 平成３０年１月３１日 
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北九州市公告第１７１号 

  地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７

年政令第３７２号）第４条に規定する特定調達契約につき、落札者を決定した

ので、北九州市物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則（平成７年

北九州市規則第７８号）第１２条第１項の規定により次のとおり公告する。 

    平成３０年３月１９日 

                                  北九州市長  北 橋 健 治   

１  物品等の名称及び数量   

    家庭ごみ及び資源化物収集用指定袋 ８０５万枚  

２  この公告に係る契約に関する事務を担当する主管課の名称及び所在地 

    北九州市技術監理局契約部契約課 

    北九州市小倉北区城内１番１号 

３  落札者を決定した日   

    平成３０年３月５日 

４  落札者の名称及び住所   

    村上産業株式会社 

    愛媛県松山市本町一丁目２番地１ 

５  落札金額   

    ４，０２３万４，８６０円 

６  契約の相手方を決定した手続   

    一般競争入札 

７  一般競争入札の公告をした日        

    平成３０年２月６日 

８  落札方式 

    最低価格による。 
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北九州市公告第１７２号 

 市有財産を一般競争入札により売り払うので、北九州市契約規則（昭和３９

年北九州市規則第２５号。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定に

より、次のとおり公告する。 

  平成３０年３月１９日 

                    北九州市長 北 橋 健 治   

１ 売り払う物件

 （１） 売払物件

   汽船（こくら丸）

 （２） 数量

   １隻

２ 契約条項を示す場所及び期間

 （１） 場所

   北九州市戸畑区北鳥旗町１１番１号

   北九州市産業経済局総務政策部渡船事業所

 （２） 期間

   この公告の日（以下「公告日」という。）から平成３０年５月２日まで

（日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８

号）に規定する休日（以下「日曜日等」という。）を除く。）の毎日午前

８時３０分から午後５時１５分まで 

３ 入札条件を示す場所及び期間

（１） 場所

   北九州市戸畑区北鳥旗町１１番１号

   北九州市産業経済局総務政策部渡船事業所

 （２） 期間

   公告日から平成３０年４月１７日まで（日曜日等を除く。）の毎日午前

８時３０分から午後５時１５分まで

４ 入札に参加するための要件

 （１） あらかじめ入札参加申込みを行い、入札参加者としての資格を有す

るか否かについて審査を受けなければならない。

（２） 入札参加申込みは、所定の様式に次の資料を添付し、持参又は郵送

することにより行わなければならない。ただし、資料の添付については、

平成３０年北九州市公告第２４号により提出した場合は省略することがで

きる。

  ア 法人の場合 法人登記簿謄本（履歴事項全部証明書）
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  イ 個人の場合 住民票の写し

５ 入札の参加申込みを受け付ける場所及び期間

 （１） 場所

   北九州市戸畑区北鳥旗町１１番１号

   北九州市産業経済局総務政策部渡船事業所

 （２） 期間

   公告日から平成３０年３月２６日まで（日曜日等を除く。）の毎日午前

８時３０分から午後５時１５分まで

   来庁日時については、あらかじめ北九州市産業経済局総務政策部渡船事

業所に電話で連絡し調整すること。

６ 入札及び開札の日時並びに場所

 （１） 入札日時 平成３０年４月１７日 午後２時

郵送による場合の入札書の受領期限 第５項第１号の場所に書留郵便に 

より、平成３０年４月１６日午後５時までに必着のこと。

 （２） 開札日時 入札締切り後直ちに行う。

 （３） 入札及び開札の場所

   北九州市戸畑区千防一丁目１番１号

   北九州市戸畑区役所３階３４会議室

７ 入札保証金

（１） 入札金額の１００分の１０以上

（２） 落札者が契約を締結しないときは、入札保証金は、市に帰属する。

８ 入札に参加できる者の資格

  次に掲げる事項のいずれにも該当しないこと。

 （１） 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１

項の規定又は契約規則第２条の規定に該当する者

 （２） 契約代金の全額又は入札保証金を差引いた残額を契約締結後１４日

以内に納入できない者

（３） 引渡し期間内に引受けができない者

（４） 本市から指名停止を受けている期間中である者

（５） 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第

７７号。以下「法」という。）第２条第２号に規定する暴力団（以下「暴

力団」という。）のほか、次に掲げる者

 ア 入札に係る物件を暴力団の事務所その他これに類するものの用に供し

ようとする者

 イ 法第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）又
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は暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者

 ウ 次のいずれかに該当する者

  （ア） 法人でその役員等が暴力団員であるもの又は暴力団員がその経

営に実質的に関与しているもの

  （イ） 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者

に損害を加える目的をもって暴力団を利用する等の行為を行っている

者

（ウ） 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与

する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与して

いる者

   （エ） 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有してい

る者

   （オ） 暴力団又は暴力団員であると知りながらこれを不当に利用して

いる者

  エ 前記アからウまでに掲げる者の依頼を受けて入札に参加しようとする

   者

９ 入札の無効

  契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

１０ 入札の中止

  特別の事情がある場合は、入札を中止し、延期し、又は取り消すことがあ

る。この場合において、入札者及び入札に加わろうとする者が損失を受け

ても、市は補償の責めを負わない。

１１ 入札に係る問合せ先

  北九州市戸畑区北鳥旗町１１番１号

  北九州市産業経済局総務政策部渡船事業所

  電話 ０９３－８６１－０９６１ 
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北九州市上下水道局告示第４号

 次のとおり公共下水道の供用及び終末処理場による下水処理を開始する。

 その関係図面は、告示の日から供用開始及び処理開始の日の前日まで北九州

市上下水道局下水道部下水道計画課及び北九州市門司区役所まちづくり整備課

において一般の縦覧に供する。 

   平成３０年３月１９日

北九州市上下水道局長 有 田 仁 志   

１ 供用開始及び処理開始の年月日

    平成３０年３月３０日 

２ 下水を排除及び処理すべき区域

下水排除及び下水処理の区域 

北九州市門司区大字大積の一部 

〃    〃 白野江四丁目の一部 

〃    〃 大里新町の一部 

〃    〃 西海岸二丁目の一部 

３ 排水施設の位置 

排水施設の位置 
合流式又は

分流式の別 

北九州市門司区大字大積地内、白野江四丁目地内、大里

新町地内及び西海岸二丁目地内の各一部
分流式

４ 終末処理場の位置及び名称

    北九州市門司区松原三丁目６番１号

    北九州市新町浄化センター
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北九州市上下水道局告示第５号

 次のとおり公共下水道の供用及び終末処理場による下水処理を開始する。

 その関係図面は、告示の日から供用開始及び処理開始の日の前日まで北九州

市上下水道局下水道部下水道計画課及び北九州市小倉南区役所まちづくり整備

課において一般の縦覧に供する。 

   平成３０年３月１９日

北九州市上下水道局長 有 田 仁 志   

１ 供用開始及び処理開始の年月日

    平成３０年３月３０日 

２ 下水を排除及び処理すべき区域

下水排除及び下水処理の区域 

北九州市小倉南区空港北町の一部

〃    〃  朽網東五丁目の一部 

〃    〃  下石田一丁目の一部 

〃    〃  高野三丁目の一部 

〃    〃  津田新町二丁目の一部 

〃    〃  津田南町の一部 

〃    〃  中曽根東二丁目の一部 

〃    〃  中貫二丁目の一部 

〃    〃  沼新町一丁目の一部 

〃    〃  大字母原の一部 

〃    〃  横代北町三丁目の一部 

３ 排水施設の位置 

排水施設の位置 
合流式又は

分流式の別 
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北九州市小倉南区空港北町地内、朽網東五丁目地内、下

石田一丁目地内、高野三丁目地内、津田新町二丁目地内、

津田南町地内、中曽根東二丁目地内、中貫二丁目地内、沼

新町一丁目地内、大字母原地内及び横代北町三丁目地内の

各一部

分流式

４ 終末処理場の位置及び名称

北九州市小倉北区西港町９６番３号

    北九州市日明浄化センター

    北九州市小倉南区中吉田二丁目１０番１号

    北九州市曽根浄化センター 
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北九州市上下水道局告示第６号

 次のとおり公共下水道の供用及び終末処理場による下水処理を開始する。

 その関係図面は、告示の日から供用開始及び処理開始の日の前日まで北九州

市上下水道局下水道部下水道計画課及び北九州市若松区役所まちづくり整備課

において一般の縦覧に供する。 

   平成３０年３月１９日

               北九州市上下水道局長 有 田 仁 志   

１ 供用開始及び処理開始の年月日

    平成３０年３月３０日 

２ 下水を排除及び処理すべき区域 

下水排除及び下水処理の区域

北九州市若松区大字有毛の一部

３ 排水施設の位置 

排水施設の位置 
合流式又は

分流式の別

北九州市若松区大字有毛地内の一部 分流式 

４ 終末処理場の位置及び名称

    北九州市若松区大字安瀬６４番地の１５

    北九州市北湊浄化センター 
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北九州市上下水道局告示第７号

 次のとおり公共下水道の供用及び終末処理場による下水処理を開始する。

 その関係図面は、告示の日から供用開始及び処理開始の日の前日まで北九州

市上下水道局下水道部下水道計画課及び北九州市八幡西区役所まちづくり整備

課において一般の縦覧に供する。 

   平成３０年３月１９日

               北九州市上下水道局長 有 田 仁 志   

１ 供用開始及び処理開始の年月日

    平成３０年３月３０日 

２ 下水を排除及び処理すべき区域

下水排除及び下水処理の区域

北九州市八幡西区石坂二丁目の一部 

〃     〃  上上津役四丁目の一部 

〃     〃  楠橋下方一丁目の一部 

〃     〃  下畑町の一部 

〃     〃  大字本城の一部

〃     〃  真名子二丁目の一部 

３ 排水施設の位置 

排水施設の位置 合流式又は

分流式の別

北九州市八幡西区石坂二丁目地内、上上津役四丁目地内、

楠橋下方一丁目地内、下畑町地内、大字本城地内及び真名

子二丁目地内の各一部 

分流式 

４ 終末処理場の位置及び名称

    北九州市八幡西区夕原町１番１号

  北九州市皇后崎浄化センター
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 北九州市職員の給与に関する条例施行規則及び住居手当に関する規則の一部

を改正する規則をここに公布する。

平成３０年３月１９日

             北九州市人事委員会委員長 河 原 一 雅

北九州市人事委員会規則第１号                        

   北九州市職員の給与に関する条例施行規則及び住居手当に関する

規則の一部を改正する規則

（北九州市職員の給与に関する条例施行規則の一部改正）

第１条 北九州市職員の給与に関する条例施行規則（昭和４１年北九州市人事

委員会規則第８号）の一部を次のように改正する。 

  第５条の次に次の見出し及び２条を加える。 

  （扶養手当）

第５条の２ 条例第１２条第１項に規定する人事委員会規則で定める者は、

次に掲げる者とする。

（１） 消防職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が７級であるも

の

（２） 医療職給料表（１）の適用を受ける職員でその職務の級が４級で

あるもの

第５条の３ 条例第１２条第３項に規定する人事委員会規則で定める者は、

次に掲げる者とする。

（１） 消防職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が６級であるも

の

（２） 研究職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が４級であるも

の

（３） 医療職給料表（１）の適用を受ける職員でその職務の級が３級で

あるもの

第６条の前の見出しを削る。

  付則に次の２項を加える。

  （平成２９年改正条例付則第８項から第１０項までの規定が適用される間

の読替え）

９ 平成３０年４月１日から平成３３年３月３１日までの間は、第６条中「

条例第１３条第１項」とあるのは、「北九州市職員の給与に関する条例の

一部を改正する条例（平成２９年北九州市条例第３５号。以下「平成２９

年改正条例」という。）付則第８項から第１０項までの規定により読み替

えられた条例第１３条第１項」とする。
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  （行政職給料表の６級以上の職員に相当する者）

１０ 平成２９年改正条例付則第１０項の規定により読み替えられた条例第

１２条第３項に規定する人事委員会規則で定める者は、次に掲げる者とす

る。

（１） 消防職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が６級以上であ

 るもの

（２） 研究職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が４級であるも 

の

（３） 医療職給料表（１）の適用を受ける職員でその職務の級が３級以 

上であるもの

（住居手当に関する規則の一部改正）

第２条 住居手当に関する規則（昭和４６年北九州市人事委員会規則第９号）

の一部を次のように改正する。 

  付則に次の１項を加える。 

  （平成２９年改正条例付則第８項から第１０項までの規定が適用される間

の読替え）

４ 平成３０年４月１日から平成３３年３月３１日までの間は、第２条第２

号中「条例第１３条第１項」とあるのは、「北九州市職員の給与に関する

条例の一部を改正する条例（平成２９年北九州市条例第３５号）付則第８

項から第１０項までの規定により読み替えられた条例第１３条第１項」と

する。

   付 則 

この規則は、平成３０年４月１日から施行する。
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教職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則をここに

公布する。

平成３０年３月１９日

             北九州市人事委員会委員長 河 原 一 雅

北九州市人事委員会規則第２号

教職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規

則

 教職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則（平成２９年北九州市人事委員

会規則第２号）の一部を次のように改正する。

 第３条第１号に次のように加える。

ウ 行政職給料表の職務の級４級

 第８条第１項各号列記以外の部分中「次の各号」を「次の各号に」に、「次

に掲げる」を「第１号から第３号までに掲げる教職員の当該各号に定める」に

改め、「１５月」の次に「、第４号に掲げる教職員でその者の有する学歴免許

等の資格に対応して経験年数調整表（別表第６の２）に定める調整年数が５年

以上１０年未満の年数とされているものの同号に定める経験年数のうち１０年

から当該調整年数を減じた年数を超えない年数の月数については１５月」を加

え、同項に次の１号を加える。

（４） 第３条第１号の規定によりその者の属する職務の級が行政職給料表

の４級に決定された教職員については、その者の有する学歴免許等の資格

を取得した時以降の経験年数から、当該資格に対応して経験年数調整表に

定める調整年数を減じた経験年数

 第１２条中「第３条第１項第１号」を「第３条第１号」に改め、「級が」の

次に「行政職給料表の４級以外の職務の級に」を加える。

 付則中第１７項を第１８項とし、付則第１６項中「当分」を「平成３１年３

月３１日まで」に改め、同項を付則第１７項とし、付則第１５項中「他の職務

の級」を「職務の級の３級、２級又は１級」に、「第２条第３号」を「第２条

第４号」に改め、同項を付則第１６項とし、付則第１４項の次に次の１項を加

える。

１５ 教職員給与条例付則第３項の規定の適用を受ける者の職務の級を行政職 

給料表の職務の級の４級に変更する場合は、第２条第３号に規定する昇格と

みなす。この場合において、その者に対する第１４条第１項の規定の適用に

当たっては、同項中「に対応する昇格時号給対応表（別表第８）の昇格後の

号給欄に定める」とあるのは「と同じ額の」と読み替えるものとする。  

別表第６の次に次の１表を加える。
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別表第６の２（第８条関係）                      

経 験 年 数 調 整 表

学歴免許等の資格 調整年数

博士課程修了

修士課程修了

専門職学位課程修了

大学６卒

大学専攻科卒

大学４卒

短大３卒

短大２卒

短大１卒

高校専攻科卒

高校３卒

高校２卒

中学卒

５年

８年

８年

８年

９年

１０年

１１．５年

１２．５年

１３．５年

１４年

１５年

１６年

１８年

 備考 本表の学歴免許等の資格欄に掲げる学歴区分は、学歴免許等資格区

分表の区分による。
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 別表第８のウを次のように改める。 
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ウ　行政職給料表昇格時号給対応表

２級 ３級 ４級

１ １ １ １
２ １ １ ２
３ １ １ ３
４ １ １ ４
５ １ １ ５
６ １ １ ６
７ １ １ ７
８ １ １ ８
９ １ １ ９
１０ １ １ １０
１１ １ １ １１
１２ １ １ １２
１３ １ １ １３
１４ １ ２ １４
１５ １ ３ １５
１６ １ ４ １６
１７ １ ５ １７
１８ １ ６ １８
１９ １ ７ １９
２０ １ ８ ２０
２１ １ ９ ２１
２２ １ １０ ２２
２３ １ １１ ２３
２４ １ １２ ２４
２５ １ １３ ２５
２６ １ １４ ２６
２７ １ １５ ２７
２８ １ １６ ２８
２９ １ １７ ２９
３０ １ １８ ３０
３１ １ １９ ３１
３２ １ ２０ ３２
３３ １ ２１ ３３
３４ １ ２２ ３４
３５ １ ２３ ３５
３６ １ ２４ ３６
３７ １ ２５ ３７
３８ ２ ２６ ３８
３９ ３ ２７ ３９
４０ ４ ２８ ４０
４１ ５ ２９ ４１
４２ ６ ３０ ４２
４３ ７ ３１ ４３
４４ ８ ３２ ４４
４５ ９ ３３ ４５
４６ １０ ３４ ４６
４７ １１ ３５ ４７
４８ １２ ３６ ４８
４９ １３ ３７ ４９
５０ １４ ３８ ５０
５１ １５ ３９ ５１
５２ １６ ４０ ５２
５３ １７ ４１ ５３
５４ １８ ４２ ５４
５５ １９ ４３ ５５
５６ ２０ ４４ ５６
５７ ２１ ４５ ５７
５８ ２２ ４６ ５７
５９ ２３ ４７ ５８
６０ ２４ ４８ ５８
６１ ２５ ４９ ５９
６２ ２６ ５０ ５９
６３ ２７ ５１ ６０
６４ ２８ ５２ ６０
６５ ２９ ５３ ６１

昇格した日の前
日に受けていた
号給

昇格後の号給
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６６ ３０ ５３ ６２
６７ ３１ ５４ ６３
６８ ３２ ５４ ６４
６９ ３３ ５５ ６５
７０ ３４ ５５ ６５
７１ ３５ ５６ ６６
７２ ３６ ５６ ６６
７３ ３７ ５７ ６７
７４ ３８ ５８ ６７
７５ ３９ ５９ ６８
７６ ４０ ６０ ６８
７７ ４１ ６１ ６９
７８ ４１ ６１ ６９
７９ ４２ ６２ ６９
８０ ４２ ６２ ７０
８１ ４３ ６３ ７０
８２ ４３ ６３ ７０
８３ ４４ ６４ ７１
８４ ４４ ６４ ７１
８５ ４５ ６５ ７１
８６ ４５ ６５ ７２
８７ ４６ ６６ ７２
８８ ４６ ６６ ７２
８９ ４７ ６７ ７３
９０ ４７ ６７ ７３
９１ ４８ ６８ ７４
９２ ４８ ６８ ７４
９３ ４９ ６９ ７５
９４ ４９ ６９ ７５
９５ ４９ ７０ ７６
９６ ４９ ７０ ７６
９７ ５０ ７１ ７７
９８ ５０ ７１ ７８
９９ ５０ ７２ ７９
１００ ５０ ７２ ８０
１０１ ５１ ７３ ８０
１０２ ５１ ７４ ８０
１０３ ５１ ７５ ８０
１０４ ５１ ７６ ８０
１０５ ５２ ７７ ８０
１０６ ７７ ８１
１０７ ７８ ８１
１０８ ７８ ８１
１０９ ７９ ８１
１１０ ７９ ８１
１１１ ８０ ８１
１１２ ８０ ８１
１１３ ８０ ８１
１１４ ８１ ８１
１１５ ８２ ８１
１１６ ８３ ８２
１１７ ８４ ８２
１１８ ８４
１１９ ８５
１２０ ８５
１２１ ８６
１２２ ８６
１２３ ８７
１２４ ８７
１２５ ８７
１２６ ８８
１２７ ８９
１２８ ９０
１２９ ９１
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別表第９中「昇格区分」を「昇給区分」に改める。

付 則 

 この規則は、平成３０年４月１日から施行する。 

2323


